
地震発生時及び南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について 
（令和７年度 12月改訂） 

 
富士市立広見小学校・富士市立丘小学校・富士市立岳陽中学校  

１ 突発的な地震発生時の対応について 
(1) 震度４以下の地震が発生したとき 

〇登下校中の場合……安全には十分に気を付けて登校します。 

〇在校中の場合………安全を確認後、通常通り活動します。 

〇在宅中の場合………安全を確認後、登校します。 

家屋の倒壊等の危険が迫っている可能性がある場合には、命を守る              

行動を最優先とします。 

(2) 震度５弱以上の大規模地震が発生したとき 

〇登下校中の場合……学校に近い場合は学校に移動、自宅に近い場合は自宅に移動する。 

〇在校中の場合………原則、教育活動を中止し、保護者への引き渡しを行います。引き渡 

しができない児童生徒については、校内に留め置きます。 

〇在宅中の場合………原則、休校とします。保護者の管理下での行動となります。家屋の 

倒壊等の危険が迫っている可能性がある場合には、命を守る行動を 

最優先とします。 

○発生後の留意事項…土砂災害警戒区域内は、土砂災害の発生危険度が高まりますので、原

則として立ち入らないでください。 

（広見地区内の土砂災害警戒区域） 

土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域 



（丘地区内の土砂災害警戒区域） 

２ 南海トラフ地震臨時情報の発表時の対応について 
 

  南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連 

するかどうか調査を開始した場合、状況に応じて以下のキーワードで南海トラフ臨時情報が発 

表される。 

(1)原則、通常通り登校し、授業を行う。 

(2)「③巨大地震警戒」が発表され、市から児童生徒の引き渡しや臨時休校が伝達されたとき 

〇登下校中の場合……情報を知った時点で、自宅か学校の近いほうに避難します。 

〇在校中の場合………教育活動を中止し、保護者へ引き渡しを行います。 

   〇在宅中の場合………休校とします。保護者の管理下での行動となります。 

 

※臨時情報「③巨大地震警戒」の発表後、１週間の間に西側の地震と連動して巨大地震が発

生するリスクが、通常の 100倍程度になると言われています。安全確保や今後の学校運営

に関わる協議等の必要性を総合的に判断して、市から各学校の対応について伝達がありま

すので、状況に応じて引き渡しや臨時休校となります。 

卒業時まで、家庭で大切に保管してください。 
※変更が生じた場合は再配布します。 


